
 

                        事 務 連 絡           

                        平成 23 年 10 月 21 日 

 

 

   関係各位 

 

                    厚生労働省社会・援護局 

                            福祉基盤課 

 

    介護福祉士の養成に係る省令・告示の公布について（お知らせ） 

 

 いつもお世話になっております。 

 介護福祉士の養成に係る省令・告示が、以下のとおり本日付で公布されま

したのでお知らせします。 

 今後ともよろしくお願い致します。 

 

  ○社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平 

   成 23 年厚生労働省令第 132 号） 

  ○社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定 

   める省令の一部を改正する省令（平成 23 年文部科学省・厚生労働  

   省令第 5 号） 

  ○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第七条の二第一号ホ及び社 

   会福祉士介護福祉士学校指定規則第七条の二第一号ホに規定する厚 

   生労働大臣が別に定める基準を定める件（平成 23 年厚生労働省告示 

   第 414 号） 

 

 《添付資料》 

○ 省令の概要 

○ 官報（抜粋） 


